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(57)【要約】
【課題】部品の追加を抑制して、コネクタ外れによる導
通路の故障を他の故障要因と区別して検知できるように
した電気負荷制御装置を提供する。
【解決手段】電磁弁コネクタ２０に接続された第２導通
路２２に近接して配置され、所定周期で電圧レベルが変
動するパルス信号Ｓfが出力されるパルス信号導通路３
１を備える。故障検知部１２は、スイッチング素子１４
が遮断状態に制御されているときに、電圧検出回路１１
により所定レベル以上の電圧が検出されたときには、電
磁弁の駆動コイル２５（電気負荷）が電磁弁コネクタ２
０（電気負荷コネクタ）から外れていると検知する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１接続端子及び第２接続端子を有して、電気負荷と着脱自在に接続される電気負荷コ
ネクタと、
　第１出力端子及び第２出力端子からなる一対の出力端子を有する電源回路と、
　前記第１出力端子と前記第１接続端子とを導通する第１導通路と、
　前記第２出力端子と前記第２接続端子とを、スイッチング素子を介して導通する第２導
通路と、
　前記第２接続端子と前記スイッチング素子との間の前記第２導通路に生じる電圧を検出
する電圧検出回路と、
　前記スイッチング素子を導通状態に制御して前記電源回路から前記電気負荷に電力供給
する状態と、前記スイッチング素子を遮断状態に制御して前記電源回路から前記電気負荷
への電力供給を遮断する状態とを切り替え、前記スイッチング素子を通電状態に制御して
いるときに、前記電圧検出回路による検出電圧に基づいて、前記電気負荷に通電されてい
ることを検知する負荷通電制御部と
を備えた電気負荷制御装置において、
　前記第２導通路に近接して配置され、所定周期で電圧レベルが変動するパルス信号が出
力されるパルス信号導通路と、
　前記スイッチング素子が遮断状態に制御されているときに、前記電圧検出回路により所
定レベル以上の電圧が検出されたときには、前記電気負荷が前記電気負荷コネクタから外
れていると検知する故障検知部と
を備えることを特徴とする電気負荷制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気負荷制御装置において、
　前記電気負荷制御装置は、ガスバーナを有する燃焼装置に搭載して使用され、
　前記電気負荷は、前記ガスバーナに燃料ガスを供給するガス供給管を開閉する電磁弁の
駆動コイルであり、
　前記パルス信号導通路は、前記ガスバーナの燃焼炎を検出するフレームロッドに接続さ
れ、
　前記パルス信号は、前記フレームロッドに印加される交流電圧であることを特徴とする
電気負荷制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気負荷と電源とを接続する導通路の故障検知機能を備えた電気負荷制御装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気負荷と電源とを接続する導通路の故障を検知する機能を備えた電気負荷制御
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された電気負荷制御装置はガスコンロに搭載され、電気負荷（ガス供
給管を開閉する電磁弁の駆動コイル）と電源回路間の導通路に流れる電流を検出すること
によって、電気負荷の導通路の故障の有無を検知している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１２８５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　電気負荷の導通路の故障には、通電ケーブルの断線、導通路の途中に設けられたスイッ
チンング素子の故障、電気負荷を接続するコネクタの外れ等の種々の要因がある。そして
、特許文献１に記載された構成では、導通路の故障の有無を検知することができるが、故
障の要因を特定することができない。
【０００６】
　そのため、通電ケーブルの断線、スイッチング素子の故障といった修理が必要な故障と
、コネクタを挿し直せば済むコネクタ外れの故障とを区別して検知することができず、故
障要因を特定するための作業がさらに必要となる。
【０００７】
　そして、コネクタ外れによる故障を区別して検知する構成を新たに追加した場合には、
追加部品の実装スペースを確保するために回路基板のサイズが拡大するという不都合があ
る。
【０００８】
　本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、部品の追加を抑制して、コネクタ外
れによる導通路の故障を他の故障要因と区別して検知できるようにした電気負荷制御装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、第１接続端子及び第２接続端子を有して、電気負荷と着脱自在に接続される
電気負荷コネクタと、
　第１出力端子及び第２出力端子からなる一対の出力端子を有する電源回路と、
　前記第１出力端子と前記第１接続端子とを導通する第１導通路と、
　前記第２出力端子と前記第２接続端子とを、スイッチング素子を介して導通する第２導
通路と、
　前記第２接続端子と前記スイッチング素子との間の前記第２導通路に生じる電圧を検出
する電圧検出回路と、
　前記スイッチング素子を導通状態に制御して前記電源回路から前記電気負荷に電力供給
する状態と、前記スイッチング素子を遮断状態に制御して前記電源回路から前記電気負荷
への電力供給を遮断する状態とを切り替え、前記スイッチング素子を通電状態に制御して
いるときに、前記電圧検出回路による検出電圧に基づいて前記電気負荷に通電されている
ことを検知する負荷通電制御部と
を備えた電気負荷制御装置に関する。
【００１０】
　そして、前記第２導通路に近接して配置され、所定周期で電圧レベルが変動するパルス
信号が出力されるパルス信号導通路と、
　前記スイッチング素子が遮断状態に制御されているときに、前記電圧検出回路により所
定レベル以上の電圧が検出されたときには、前記電気負荷が前記電気負荷コネクタから外
れていると検知する故障検知部と
を備えることを特徴とする。
【００１１】
　かかる本発明によれば、電気負荷コネクタを介して電気負荷が接続され、負荷通電制御
部により電気負荷に対する電力の供給と遮断とが制御される。また、負荷通電制御部は、
電圧検出回路の検出電圧に基づいて、電気負荷に通電されていることを検知する。
【００１２】
　そして、電気負荷コネクタの第２接続端子と電源回路の第２出力端子との間を導通する
第２導通路に近接して、パルス信号導通路が配置されている。そのため、パルス信号導通
路に出力されるパルス信号は、パルス信号導通路と第２導通路間の浮遊容量を介して第２
通電経路に伝播する。
【００１３】
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　そして、スイッチング素子が遮断状態であって、電気負荷コネクタに電気負荷が接続さ
れているときは、電源回路の入力インピーダンスは一般に電圧検出回路よりも低いため、
第２導通路に伝播したパルス信号は電源回路側に流れ込み、電圧検出回路で検出される電
圧レベルが低くなる。一方、電気負荷コネクタに電気負荷が接続されていないときには、
第２導通路に伝播したパルス信号は電圧検出回路側に流れ込み、電圧検出回路で検出され
る電圧レベルが高くなる。
【００１４】
　そのため、故障検知部は、スイッチング素子が遮断状態に制御されているときに、電圧
検出回路による検出電圧のレベルが所定レベル以上であるときには、電気負荷コネクタか
ら電気負荷が外れていると検知することができる。そして、この検知は、パルス信号導通
路と第２導通路とを近接して配置するという簡易な構成を有することにより、電気負荷へ
の電力供給を制御するために備えられた電圧検出回路を転用して行うことができるため、
部品点数の増加を抑制してコネクタ外れを検知することができる。
【００１５】
　ここで、パルス信号導通路と第２導通路とを近接して配置する構成としては、パルス信
号導通路と第２導通路がケーブルであるときはケーブルを接触させて結束すればよい。ま
た、パルス信号導通路と第２導通路が回路基板に形成された配線パターンであるときには
、配線パターンの間隔を狭くすればよい。
【００１６】
　また、前記電気負荷制御装置は、ガスバーナを有する燃焼装置に搭載して使用され、
　前記電気負荷は、前記ガスバーナに燃料ガスを供給するガス供給管を開閉する電磁弁の
駆動コイルであり、
　前記パルス信号導通路は、前記ガスバーナの燃焼炎を検出するフレームロッドに接続さ
れ、
　前記パルス信号は、前記フレームロッドに印加される交流電圧であることを特徴とする
。
【００１７】
　この構成によれば、ガスバーナを有する燃焼装置に一般的に設けられる電磁弁とフレー
ムロッドについて、電磁弁の駆動コイルとフレームロッドの導通路を近接して配置するこ
とにより、電圧検出回路による検出電圧に基づいて電気負荷コネクタの外れを検知する故
障検知部を容易に構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の電気負荷制御装置の構成図。図１Ａは電気負荷コネクタに電磁弁の駆動
コイルが接続された状態を示し、図１Ｂは電気負荷コネクタから電磁弁の駆動コイルが外
れた状態を示している。
【図２】故障検知部のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施形態の一例について、図１～図２を参照して説明する。
【００２０】
　［１．電気負荷制御装置の構成］
　図１Ａを参照して、本実施形態の電気負荷制御装置１は、ガス燃焼装置（ガス給湯器、
ガスコンロ等）に搭載して使用され、ガス燃焼装置のコントローラの一部として構成され
、電磁弁コネクタ２０（本発明の電気負荷コネクタに相当する）に着脱自在に接続される
電磁弁の駆動コイル２５（本発明の電気負荷に相当する）への電力の供給と遮断とを切り
替えて、電磁弁の開弁と閉弁とを制御する。この電磁弁は、例えば、ガスバーナ（図示し
ない）に燃料ガスを供給するガス供給管を開閉するものである。
【００２１】
　電気負荷制御装置１には、負荷通電制御部１０、電圧検出回路１１、故障検知部１２、
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電源回路１３、スイッチング素子１４、及びパルス信号出力回路１５が備えられている。
【００２２】
　電源回路１３は、第１出力端子１３ａ（Ｖc側端子）及び第２出力端子１３ｂ（ＧＮＤ
側端子）からなる一対の出力端子から、直流電力を出力する。第１出力端子１３ａは、第
１導通路２１により電磁弁コネクタ２０の第１接続端子２０ａに接続されている。第２出
力端子１３ｂは、第２導通路２２によりスイッチング素子１４を介して電磁弁コネクタ２
０の第２接続端子２０ｂに接続されている。
【００２３】
　電圧検出回路１１は、電磁弁コネクタ２０の第２接続端子２０ｂとスイッチング素子１
４との間の第２導通路２２に生じる電圧Ｖmを検出する。負荷通電制御部１０及び故障検
知部１２は、ＣＰＵ、メモリ、入出力回路等を備えたマイクロコンピュータ（図示しない
）において、メモリに保持されたガス燃焼装置の制御用プログラムをＣＰＵで実行するこ
とによって構成される。
【００２４】
　負荷通電制御部１０は、ガス燃焼装置の運転条件に従ってスイッチング素子１４に駆動
信号を出力することにより、スイッチング素子１４のＯＮ（導通状態）とＯＦＦ（遮断状
態）を制御して電磁弁の開弁と閉弁を切り替える。また、負荷通電制御部１０は、電圧検
出回路１１による検出電圧Ｖmに基づいて、電磁弁の駆動コイル２５への通電の有無を検
知する。
【００２５】
　パルス信号出力回路１５は、パルス信号導通路３１によりガスバーナの燃焼炎を検出す
るフレームロッド３０と接続され、フレームロッド３０に交流信号Ｓf（本発明のパルス
信号に相当する）を印加する。
【００２６】
　ここで、第１導通路２１、第２導通路２２、及びパルス信号導通路３１は、ケーブル（
電線）であっても回路基板に形成された配線パターンであってもよい。
【００２７】
　故障検知部１２は、スイッチング素子１４の故障と電磁弁コネクタ２０の外れ故障とを
区別して検知する。この故障の検知を行うために、故障検知部１２は、スイッチング素子
１４のＯＮ／ＯＦＦと、パルス信号出力回路１５からのパルス信号Ｓfの出力／停止を切
り替える制御信号を出力する。また、故障検知部１２には、電圧検出回路１１から電圧Ｖ
mの検出信号が入力される。
【００２８】
　第２導通路２２とパルス信号導通路３１は近接して配置されており、第２導通路２２と
パルス信号導通路３１との間には、パルス信号Ｓfが伝搬可能な浮遊容量Ｃfが存在してい
る。
【００２９】
　ここで、電圧検出回路１１の入力部は、オペアンプ等の入力インピーダンスが高い回路
によって構成されているため、電源回路１３の第１出力端子１３ａよりも入力インピーダ
ンスが高くなっている。
【００３０】
　そのため、図１Ａに示した電磁弁コネクタ２０に電磁弁の駆動コイル２５が接続された
状態では、Ｒ１の経路でパルス信号導通路３１から浮遊容量Ｃfを経由して第２導通路２
２に伝播したパルス信号Ｓfは、電磁弁の駆動コイル２５及び第１導通路２１を経由して
電源回路１３の第１出力端子１３ａに流れ込む。この場合、電圧検出回路１１への入力電
圧Ｖmのレベルはパルス信号Ｓfの電圧から大幅に低下する。
【００３１】
　それに対して、図１Ｂに示したように、電磁弁コネクタ２０から電磁弁の駆動コイル２
５が外れている状態では、パルス信号導通路３１から浮遊容量Ｃfを経由して第２導通路
２２に伝播したパルス信号Ｓfは、電磁弁コネクタ２０側に流れず、また、電圧検出回路
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１１の入力インピーダンスが高いため、Ｒ２の経路で電圧検出回路１１側に流れる電流も
微小となる。そのため、電圧検出回路１１への入力電圧Ｖmは、ほぼパルス信号Ｓfの電圧
と等しくなる。
【００３２】
　このように、電磁弁コネクタ２０に電磁弁の駆動コイル２５が接続された状態と、電磁
弁コネクタ２０から電磁弁の駆動コイル２５が外れた状態とでは、電圧検出回路１１への
入力電圧Ｖmのレベルが相違する。そのため、故障検知部１２は、電圧検出回路１１によ
る検出電圧Ｖmに基づいて、電磁弁コネクタ２０から電磁弁の駆動コイルが外れているこ
とを検知する。
【００３３】
　［２．故障検知部による処理］
　次に、図２に示したフローチャートに従って、故障検知部１２によるスイッチング素子
１４の故障検知、及び電磁弁コネクタ２０からの電磁弁の駆動コイルの外れ検知の処理に
ついて説明する。
【００３４】
　故障検知部１２は、図２のＳＴＥＰ１でスイッチング素子１４をＯＦＦ（遮断）制御し
、続くＳＴＥＰ２で、パルス信号出力回路１５からのパルス信号Ｓfの出力をＯＦＦ（停
止）する。
【００３５】
　次のＳＴＥＰ３で、故障検知部１２は、電圧検出回路１１への入力電圧Ｖmが第１閾値
電圧Ｖth1以下であるか否かを判断する。ＳＴＥＰ３は、スイッチング素子１４のＯＮ故
障（導通状態に維持され、遮断状態への切り替えが不能となった故障）を判断する処理で
ある。
【００３６】
　入力電圧Ｖmが第１閾値電圧Ｖth1以下であるときは、スイッチング素子１４のＯＦＦ制
御を行っているにも拘わらず、スイッチング素子１４がＯＮ状態になっていると判断でき
るためＳＴＥＰ１０に分岐し、故障検知部１２は、スイッチング素子１４のＯＮ故障を報
知する処理（図示しない表示器へのエラーコードの出力等）を行う。
【００３７】
　一方、入力電圧Ｖmが第１閾値電圧Ｖth1よりも高いときには、スイッチング素子１４が
ＯＦＦ状態であって、ＯＮ故障は生じていないと判断できるため、ＳＴＥＰ４に進む。Ｓ
ＴＥＰ４～ＳＴＥＰ５は、電磁弁コネクタ２０からの電磁弁の駆動コイル２５の外れによ
る故障を検知するための処理である。
【００３８】
　故障検知部１２は、ＳＴＥＰ４で、パルス信号出力回路１５をＯＮ（信号出力状態）に
して、パルス信号導通路３１からフレームロッド３０へのパルス信号Ｓfの出力を開始す
る。そして、続くＳＴＥＰ５で、故障検知部１２は、電圧検出回路１１への入力電圧Ｖm
が第２閾値電圧Ｖth2（本発明の所定レベルに相当する）以上であるか否かを判断する。
【００３９】
　そして、入力電圧Ｖmが第２閾値電圧Ｖth2以上であるときは、図１Ｂを参照して上述し
たように、パルス信号導通路３１から第２導通路２２に伝播したパルス信号Ｓfが、電圧
検出回路１１側に流れ込んでおり、電磁弁コネクタ２０から電磁弁の駆動コイル２５が外
れていると判断することができる。
【００４０】
　そのため、この場合はＳＴＥＰ５からＳＴＥＰ２０に分岐し、故障検知部１２は、電磁
弁コネクタ２０から電磁弁の駆動コイル２５が外れた故障を報知する処理（図示しない表
示器へのエラーコードの出力等）を行う。
【００４１】
　一方、入力電圧Ｖmが第２閾値電圧Ｖth2よりも低いときには、図１Ａを参照して上述し
たように、電磁弁コネクタ２０に電磁弁の駆動コイル２５が接続されていると判断するこ
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とができる。そこで、この場合はＳＴＥＰ６に進み、故障検知部１２は処理を終了する。
【００４２】
　［３．他の実施形態］
　本実施形態では、ガス燃焼装置に搭載された電気負荷制御装置１を示したが、本発明の
適用対象はこれに限られず、電源と電気負荷のコネクタ間を導通する導通路と、この導通
路に近接して配置され、所定周期で電圧レベルが変動するパルス信号が伝搬するパルス信
号導通路とを有する電気負荷制御装置であれば、本発明の適用が可能である。
【００４３】
　パルス信号導通路は、例えば、ガス燃焼装置におけるガスバーナの点火電極とイグナイ
タ間の導通路、コロナ放電等によりイオンを発生させる空調機器におけるイオン発生電極
と交流電圧の発生器間の導通路等であってもよい。
【００４４】
　また、本実施形態では、本発明の電源回路として直流電力を出力する電源回路１３を示
したが、交流電力を出力する電源回路であってもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　１…電気負荷制御装置、１０…負荷通電制御部、１１…電圧検出回路、１２…故障検知
部、１３…電源回路、１４…スイッチング素子、１５…パルス信号出力回路、２０…電磁
弁コネクタ（電気負荷コネクタ）、２１…第１導通路、２２…第２導通路、２５…電磁弁
の駆動コイル（電気負荷）、３０…フレームロッド、３１…パルス信号導通路。

【図１】 【図２】
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